
 

 

（提案基準第１５号） 

未完成の住宅団地に係る開発に関する基準 

 

宅地分譲を目的として線引き前から造成工事が着手され、線引きの日から８年以内（逆線引きの区

域は５年以内）に概成はしているがそのままでは建築が困難な住宅団地について、その完成を目的と

した開発については、次の要件のすべてに該当すれば、原則として法第３４条第１４号に該当するも

のと認め、開発審査会に付議する案件として処理するものとする。 

なお、別記のとおり、必要に応じて法第４１条第１項の規定による制限を定めるものとする。 

 

１ 申請に係る住宅団地は、次のいずれにも該当するものであること。 

（１）線引き前から宅地造成工事が行われた団地であること。 

（２）造成前の状態に復元しておらず、現に宅地の区画がほぼ確認できる団地であること。 

（３）公共施設等の整備が容易なものであること。 

２ 申請地は、原則として当該団地全体を対象としたものであること。 

３ 申請内容が、次のいずれにも該当していること。 

（１）申請に係る建築物の用途は、一戸建専用住宅であること。 

（２）一区画当たりの面積は、原則として１６５平方メ－トル以上であること。 

（３）周辺の土地利用及び環境と調和のとれたものであること。 

（４）公共施設等の整備及び宅地の防災上必要な措置が図られているものであること。 

 

附則 

この基準は、2001年（平成13年）７月１日から施行する。 

附則 

この基準は、2008年（平成20年）７月12日から施行する。 

附則 

この基準は、2015年（平成27年）11月18日から施行する。 

附則 

この基準は、2022年（令和４年）５月24日から施行する。 

附則 

この基準は、2024年（令和６年）４月１日から施行する。 

附則 

この基準は、2025年（令和７年）４月１日から施行する。 

  


